
資料 ２

水産政策審議会の概要

１．審議会の根拠規定：「水産基本法（平成１３年法律第８９号）」 （法第３５条）

２．権 限 （法第３６条）

(１) 水産基本法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産

大臣等の諮問に応じ、本法の施行に関する重要事項を調査審議する。

(２) 漁業法、漁港漁場整備法、漁船法、水産資源保護法、海洋水産資源開発促進法、

沿岸漁場整備開発法、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法、海洋生物

資源の保存及び管理に関する法律及び持続的養殖生産確保法の規定によりその権限

に属させられた事項を処理する。

３．委 員

(１)定 数：３０人以内（学識経験者） （法第３７条）

(２)任 命：農林水産大臣が任命 （法第３７条）

(３)任 期：２ 年 （令第 ３ 条）

(４)会 長：委員の互選により選任 （令第 ４ 条）

(５)会長代理：会長が指名 （令第 ４ 条）

４．特別委員：学識経験者のうちから農林水産大臣が任命 （令第１条・第２条）

５．分 科 会 （令第 ５ 条）

資源管理分科会：水産資源の適切な保存及び管理に関する施策に係るものを調査審

議等

漁港漁場整備分科会： 漁港及び漁場の整備に関する施策に係るものを調査審議等

６．部 会：審議会及び分科会に部会を置くことができる。 （令第 ６ 条）

審議会に企画部会を置く。 （議事規則）

企 画 部 会：水産基本計画の策定及び水産についての年次報告等に関して

の調査審議等

７．議 事

(１)定 足 数：委員の過半数 （令第 ８ 条）

(２)議 決 数：出席委員の過半数 （令第 ８ 条）

(３)会 議：原則として公開 （議事規則）

（注）「法」水産基本法（平成１３年法律第８９号）

「令」水産政策審議会令（平成１３年政令２３０号）

「議事規則」水産政策審議会議事規則
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○水産基本法
（平成十三年六月二十九日）

（法律第八十九号）

第一章 総則（第一条―第十条）

第二章 基本的施策

第一節 水産基本計画（第十一条）

第二節 水産物の安定供給の確保に関する施策（第十二条―第二十条）

第三節 水産業の健全な発展に関する施策（第二十一条―第三十二条）

第三章 行政機関及び団体（第三十三条・第三十四条）

第四章 水産政策審議会（第三十五条―第三十九条）

附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、水産に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる

事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、水産に関する施

策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図る

ことを目的とする。

（水産物の安定供給の確保）

第二条 水産物は、健全な食生活その他健康で充実した生活の基礎として重要なものであること

にかんがみ、将来にわたって、良質な水産物が合理的な価格で安定的に供給されなければなら

ない。

２ 水産物の供給に当たっては、水産資源が生態系の構成要素であり、限りあるものであること

にかんがみ、その持続的な利用を確保するため、海洋法に関する国際連合条約の的確な実施を

旨として水産資源の適切な保存及び管理が行われるとともに、環境との調和に配慮しつつ、水

産動植物の増殖及び養殖が推進されなければならない。

３ 国民に対する水産物の安定的な供給については、世界の水産物の需給及び貿易が不安定な要

素を有していることにかんがみ、水産資源の持続的な利用を確保しつつ、我が国の漁業生産の

増大を図ることを基本とし、これと輸入とを適切に組み合わせて行われなければならない。

（水産業の健全な発展）

第三条 水産業については、国民に対して水産物を供給する使命を有するものであることにかん

がみ、水産資源を持続的に利用しつつ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即した漁業

生産並びに水産物の加工及び流通が行われるよう、効率的かつ安定的な漁業経営が育成され、

漁業、水産加工業及び水産流通業の連携が確保され、並びに漁港、漁場その他の基盤が整備さ

れることにより、その健全な発展が図られなければならない。

２ 水産業の発展に当たっては、漁村が漁業者を含めた地域住民の生活の場として水産業の健全

な発展の基盤たる役割を果たしていることにかんがみ、生活環境の整備その他の福祉の向上に

より、その振興が図られなければならない。
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（国の責務）

第四条 国は、前二条に定める水産に関する施策についての基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、水産に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

２ 国は、水産に関する情報の提供等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう努め

なければならない。

（地方公共団体の責務）

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、水産に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、

その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責

務を有する。

（水産業者の努力等）

第六条 水産業者及び水産業に関する団体は、水産業及びこれに関連する活動を行うに当たって

は、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。

２ 漁業者以外の者であって、水産動植物の採捕及びこれに関連する活動を行うものは、国及び

地方公共団体が行う水産に関する施策の実施について協力するようにしなければならない。

（水産業者等の努力の支援）

第七条 国及び地方公共団体は、水産に関する施策を講ずるに当たっては、水産業者及び水産業

に関する団体がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。

（消費者の役割）

第八条 消費者は、水産に関する理解を深め、水産物に関する消費生活の向上に積極的な役割を

果たすものとする。

（法制上の措置等）

第九条 政府は、水産に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講

じなければならない。

（年次報告等）

第十条 政府は、毎年、国会に、水産の動向及び政府が水産に関して講じた施策に関する報告を

提出しなければならない。

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る水産の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした

文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

３ 政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、水産政策審議会の

意見を聴かなければならない。

第二章 基本的施策

第一節 水産基本計画

第十一条 政府は、水産に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、水産基本計画（以

下「基本計画」という。）を定めなければならない。

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
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一 水産に関する施策についての基本的な方針

二 水産物の自給率の目標

三 水産に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

四 前三号に掲げるもののほか、水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要

な事項

３ 前項第二号に掲げる水産物の自給率の目標は、その向上を図ることを旨とし、我が国の漁業

生産及び水産物の消費に関する指針として、漁業者その他の関係者が取り組むべき課題を明ら

かにして定めるものとする。

４ 第二項第二号に掲げる水産物の自給率の目標については、食料・農業・農村基本法（平成十

一年法律第百六号）第十五条第二項第二号に掲げる食料自給率の目標との調和が保たれたもの

でなければならない。

５ 基本計画のうち漁村に関する施策に係る部分については、国土の総合的な利用、整備及び保

全に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。

６ 政府は、第一項の規定により基本計画を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴

かなければならない。

７ 政府は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告すると

ともに、公表しなければならない。

８ 政府は、水産をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに水産に関する施策の効果に関する評価を

踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする。

９ 第六項及び第七項の規定は、基本計画の変更について準用する。

第二節 水産物の安定供給の確保に関する施策

（食料である水産物の安定供給の確保）

第十二条 食料である水産物の安定的な供給の確保に関する施策については、食料・農業・農村

基本法及びこの節に定めるところによる。

（排他的経済水域等における水産資源の適切な保存及び管理）

第十三条 国は、排他的経済水域等（我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに大陸棚（排

他的経済水域及び大陸棚に関する法律（平成八年法律第七十四号）第二条 に規定する大陸棚

をいう。）をいう。以下同じ。）における水産資源の適切な保存及び管理を図るため、最大持続

生産量を実現することができる水準に水産資源を維持し又は回復させることを旨として、漁獲

量及び漁獲努力量の管理その他必要な施策を講ずるものとする。

２ 国は、前項に規定する施策が漁業経営に著しい影響を及ぼす場合において必要があると認め

るときは、これを緩和するために必要な施策を講ずるものとする。

（排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管理）

第十四条 国は、我が国が世界の漁業生産及び水産物の消費において重要な地位を占めているこ

とにかんがみ、排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管理が図られ

るよう、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの協力、我が国

の漁業の指導及び監督その他必要な施策を講ずるものとする。

（水産資源に関する調査及び研究）

第十五条 国は、水産資源の適切な保存及び管理に資するため、水産資源に関する調査及び研究



- 4 -

その他必要な施策を講ずるものとする。

（水産動植物の増殖及び養殖の推進）

第十六条 国は、環境との調和に配慮した水産動植物の増殖及び養殖の推進を図るため、水産動

物の種苗の生産及び放流の推進、養殖漁場の改善の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

（水産動植物の生育環境の保全及び改善）

第十七条 国は、水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るため、水質の保全、水産動植物の

繁殖地の保護及び整備、森林の保全及び整備その他必要な施策を講ずるものとする。

（排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発）

第十八条 国は、排他的経済水域等以外の水域における我が国の漁業に係る漁場の維持及び開発

を図るため、操業に関する外国との協議、水産資源の探査その他必要な施策を講ずるものとす

る。

（水産物の輸出入に関する措置）

第十九条 国は、水産物につき、我が国の水産業による生産では需要を満たすことができないも

のの輸入を確保するため必要な施策を講ずるとともに、水産物の輸入によって水産資源の適切

な保存及び管理又は当該水産物と競争関係にある水産物の生産に重大な支障を与え、又は与え

るおそれがある場合において、特に必要があるときは、輸入の制限、関税率の調整その他必要

な施策を講ずるものとする。

２ 国は、水産物の輸出を促進するため、水産物の競争力を強化するとともに、市場調査の充実、

情報の提供、普及宣伝の強化その他必要な施策を講ずるものとする。

（国際協力の推進）

第二十条 国は、世界の水産物の需給の将来にわたる安定に資するため、開発途上地域における

水産業の振興に関する技術協力及び資金協力その他の国際協力の推進に努めるものとする。

第三節 水産業の健全な発展に関する施策

（効率的かつ安定的な漁業経営の育成）

第二十一条 国は、効率的かつ安定的な漁業経営を育成するため、経営意欲のある漁業者が創意

工夫を生かした漁業経営を展開できるようにすることが重要であることにかんがみ、漁業の種

類及び地域の特性に応じ、経営管理の合理化に資する条件の整備、漁船その他の施設の整備の

促進、事業の共同化の推進その他漁業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるものとする。

（漁場の利用の合理化の促進）

第二十二条 国は、効率的かつ安定的な漁業経営の育成に資するため、漁場の利用の合理化の促

進その他必要な施策を講ずるものとする。

（人材の育成及び確保）

第二十三条 国は、効率的かつ安定的な漁業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、漁
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業者の漁業の技術及び経済管理能力の向上、新たに漁業に就業しようとする者に対する漁業の

技術及び経営方法の習得の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

２ 国は、漁ろうの安全の確保、労働条件の改善その他の漁業の従事者の労働環境の整備に必要

な施策を講ずるものとする。

３ 国は、国民が漁業に対する理解と関心を深めるよう、漁業に関する教育の振興その他必要な

施策を講ずるものとする。

（漁業災害による損失の補てん等）

第二十四条 国は、災害によって漁業の再生産が阻害されることを防止するとともに、漁業経営

の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるものとする。

２ 国は、漁業経営の安定に資するため、水産物の価格の著しい変動を緩和するために必要な施

策を講ずるものとする。

（水産加工業及び水産流通業の健全な発展）

第二十五条 国は、水産加工業及び水産流通業の健全な発展を図るため、事業活動に伴う環境へ

の負荷の低減及び資源の有効利用の確保に配慮しつつ、事業基盤の強化、漁業との連携の推進、

水産物の流通の合理化その他必要な施策を講ずるものとする。

（水産業の基盤の整備）

第二十六条 国は、水産業の生産性の向上を促進するとともに、水産動植物の増殖及び養殖の推

進に資するため、地域の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、事業の効率的な実施を旨

として、漁港の整備、漁場の整備及び開発その他水産業の基盤の整備に必要な施策を講ずるも

のとする。

（技術の開発及び普及）

第二十七条 国は、水産に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、これらの

技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府県及び地方独立行政法人の試験研

究機関、大学、民間等の連携の強化、地域の特性に応じた水産に関する技術の普及事業の推進

その他必要な施策を講ずるものとする。

（女性の参画の促進）

第二十八条 国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保するこ

とが重要であることにかんがみ、女性の水産業における役割を適正に評価するとともに、女性

が自らの意思によって水産業及びこれに関連する活動に参画する機会を確保するための環境整

備を推進するものとする。

（高齢者の活動の促進）

第二十九条 国は、水産業における高齢者の役割分担並びにその有する技術及び能力に応じて、

生きがいを持って水産業に関する活動を行うことができる環境整備を推進し、水産業に従事す

る高齢者の福祉の向上を図るものとする。

（漁村の総合的な振興）

第三十条 国は、水産業の振興その他漁村の総合的な振興に関する施策を計画的に推進するもの

とする。
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２ 国は、地域の水産業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで住みよい漁村とする

ため、地域の特性に応じた水産業の基盤の整備と防災、交通、情報通信、衛生、教育、文化等

の生活環境の整備その他の福祉の向上とを総合的に推進するよう、必要な施策を講ずるものと

する。

（都市と漁村の交流等）

第三十一条 国は、国民の水産業及び漁村に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆと

りのある生活に資するため、都市と漁村との間の交流の促進、遊漁船業の適正化その他必要な

施策を講ずるものとする。

（多面的機能に関する施策の充実）

第三十二条 国は、水産業及び漁村が国民生活及び国民経済の安定に果たす役割に関する国民の

理解と関心を深めるとともに、水産業及び漁村の有する水産物の供給の機能以外の多面にわた

る機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるようにするため、必要な施策を講ずるもの

とする。

第三章 行政機関及び団体

（行政組織の整備等）

第三十三条 国及び地方公共団体は、水産に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、

行政組織の整備並びに行政運営の効率化及び透明性の向上に努めるものとする。

（団体の再編整備）

第三十四条 国は、基本理念の実現に資することができるよう、水産に関する団体の効率的な再

編整備につき必要な施策を講ずるものとする。

第四章 水産政策審議会

（設置）

第三十五条 農林水産省に、水産政策審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（権限）

第三十六条 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農

林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。

２ 審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣又は関係各大臣に意見を述べることがで

きる。

３ 審議会は、前二項に規定するもののほか、漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）、漁

港漁場整備法（昭和二十五年法律第百三十七号）、漁船法（昭和二十五年法律第百七十八号）、

水産資源保護法（昭和二十六年法律第三百十三号）、海洋水産資源開発促進法（昭和四十六年

法律第六十号）、沿岸漁場整備開発法（昭和四十九年法律第四十九号）、漁業経営の改善及び再

建整備に関する特別措置法（昭和五十一年法律第四十三号）、海洋生物資源の保存及び管理に

関する法律（平成八年法律第七十七号）、持続的養殖生産確保法（平成十一年法律第五十一号）
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及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平成二十年法律第

三十八号）の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

（組織）

第三十七条 審議会は、委員三十人以内で組織する。

２ 委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任

命する。

３ 委員は、非常勤とする。

４ 第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。

（資料の提出等の要求）

第三十八条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関

の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

（委任規定）

第三十九条 この法律に定めるもののほか、審議会の組織、所掌事務及び運営に関し必要な事項

は、政令で定める。

附 則 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

（沿岸漁業等振興法の廃止）

第二条 沿岸漁業等振興法（昭和三十八年法律第百六十五号）は、廃止する。

（経過措置）

第三条 この法律の施行の際平成十三年における前条の規定による廃止前の沿岸漁業等振興法

（以下「旧法」という。）第七条の報告書が国会に提出されていない場合には、同条の報告書

の国会への提出については、なお従前の例による。

２ この法律の施行前に旧法第七条の規定により同条の報告書が国会に提出された場合又は前項

の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第七条の規定により同条の報告書が国会に

提出された場合には、これらの報告書は、第十条第一項の規定により同項の報告として国会に

提出されたものとみなす。

３ この法律の施行の際平成十三年における旧法第七条の文書が国会に提出されていない場合に

は、同条の文書の国会への提出については、なお従前の例による。

４ この法律の施行前に旧法第七条の規定により同条の文書が国会に提出された場合又は前項の

規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第七条の規定により同条の文書が国会に提出

された場合には、これらの文書は、第十条第二項の規定により同項の文書として国会に提出さ

れたものとみなす。

附 則 （平成一三年六月二九日法律第九二号） 抄
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（施行期日）

第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 （平成一四年六月一九日法律第七三号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。

附 則 （平成一五年七月一六日法律第一一九号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）の施行の日から施行す

る。

（その他の経過措置の政令への委任）

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。

附 則 （平成一七年七月二九日法律第八九号） 抄

（施行期日等）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以

下「施行日」という。）から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日

から施行する。

（政令への委任）

第二十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令

で定める。

附 則 （平成二〇年五月二三日法律第三八号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。
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○水産政策審議会令
（平成十三年六月二十九日）

（政令第二百三十号）

水産政策審議会令をここに公布する。

水産政策審議会令

内閣は、水産基本法（平成十三年法律第八十九号）第三十七条第四項及び第三十九条の規定に基づ

き、この政令を制定する。

（組織）

第一条 水産政策審議会（以下「審議会」という。）に、特別の事項を調査審議させるため必要があ

るときは、特別委員を置くことができる。

（特別委員の任命）

第二条 特別委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

（委員の任期等）

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

３ 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任され

るものとする。

４ 特別委員は、非常勤とする。

（会長）

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

（分科会）

第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所

掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

名称 所掌事務

資源管理分科会 一 水産基本法の施行に関する重要事項のうち、水産資源の適切な保存及び管理に関する施

策に係るものを調査審議すること。

二 漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）、漁船法（昭和二十五年法律第百七十八号）、

水産資源保護法（昭和二十六年法律第三百十三号）、海洋水産資源開発促進法（昭和四十六年

法律第六十号）及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成八年法律第七十七号）

の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

漁港漁場整備分科会 一 水産基本法の施行に関する重要事項のうち、漁港及び漁場の整備に関する施策に係るも

のを調査審議すること。

二 漁港漁場整備法（昭和二十五年法律第百三十七号）の規定により審議会の権限に属させ

られた事項を処理すること。
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２ 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

３ 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

４ 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

５ 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名す

る者が、その職務を代理する。

６ 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決（次条第六項の規定により分科会の議決とさ

れるものを含む。）をもって審議会の議決とすることができる。

（平一四政六〇・一部改正）

（部会）

第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

２ 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長（分科会に置かれる部会にあっては、分科会長）が指

名する。

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、

その職務を代理する。

６ 審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。）は、その定め

るところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

（幹事）

第七条 審議会に、幹事を置く。

２ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。

３ 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

４ 幹事は、非常勤とする。

（議事）

第八条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

２ 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決する

ところによる。

３ 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

（庶務）

第九条 審議会の庶務は、水産庁漁政部漁政課において国土交通省国土政策局地方振興課の協力を得

て処理する。

（平二十政二百十三・一部改正）

（平二十三政二百三・一部改正）

（雑則）

第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が

審議会に諮って定める。

附 則
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（施行期日）

１ この政令は、公布の日から施行する。

（沿岸漁業等振興審議会令の廃止）

２ 沿岸漁業等振興審議会令（平成十二年政令第二百九十一号）は、廃止する。

（沿岸漁業等振興審議会の委員の任期に関する経過措置）

３ この政令の施行の日の前日において従前の沿岸漁業等振興審議会の委員である者の任期は、前項

の規定による廃止前の沿岸漁業等振興審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了す

る。

附 則 （平成一四年三月二五日政令第六〇号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 （平成二十年六月三十日政令第二百十三号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成二十年七月一日から施行する。

附 則 （平成二十三年七月一日政令第二百三号） 抄

（施行期日）

第一条 この政令は、公布の日から施行する。
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は
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
審

議
会
の
議
決
と
す
る
。

４

分
科
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

５

部
会
は
、
そ
の
調
査
審
議
の
結
果
を
審
議
会
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
。）
に
報
告
し



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
委
員
）

第
十
二
条

特
別
委
員
に
調
査
さ
せ
る
べ
き
事
項
は
、
特
別
委
員
ご
と
に
会
長
が
定
め
る
。

２

特
別
委
員
は
、
会
長
の
求
め
に
応
じ
て
審
議
会
に
出
席
し
、
専
門
の
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
行
い
又
は
意
見
を
述

べ
る
も
の
と
す
る
。

（
規
則
の
改
正
）

第
十
三
条

こ
の
規
則
の
改
正
は
、
審
議
会
の
議
決
を
も
っ
て
行
う
。

（
雑

則
）

第
十
四
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
定
め
る
。

（
準
用
規
定
）

第
十
五
条

分
科
会
及
び
部
会
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
四

条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
、
第
二
条
、
第
五
条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
二
条
第
二
項
並
び
に

第
十
四
条
中
「
会
長
」
と
あ
る
の
は
、
分
科
会
に
あ
っ
て
は
「
分
科
会
長
」
と
、
部
会
に
あ
っ
て
は
「
部
会
長
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
一
（
第
十
条
関
係
）

資
源
管
理
分
科
会

漁
業
法
、
漁
船
法
、
水
産
資
源
保
護
法
、
海
洋
水
産
資
源
開
発
促
進
法
及
び
海
洋
生
物
資
源

の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項

漁
港
漁
場
整
備
分
科

漁
港
漁
場
整
備
法
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項

会別
表
二
（
第
十
一
条
関
係
）

企
画
部
会

水
産
基
本
法
第
十
条
第
三
項
、
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
法
、
漁
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備

に
関
す
る
特
別
措
置
法
、
持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法
及
び
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の

連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら

れ
た
事
項

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
七
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
十
一
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
に
漁
港
漁
場
整
備

部
会
を
置
く
も
の
と
す
る
。

３

漁
港
漁
場
整
備
部
会
は
、
漁
港
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
二
号
）
附
則
第
二
条
及

び
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
の
施
行
前
に
策
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
漁
港
漁
場
整
備
事
業
の
推

進
に
関
す
る
基
本
方
針
及
び
漁
港
漁
場
整
備
事
業
に
関
す
る
長
期
の
計
画
に
関
し
調
査
審
議
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
は
、
漁
港
漁
場
整
備
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
。

５

漁
港
漁
場
整
備
部
会
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
の

規
定
を
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
、
第
二
条
、
第
五
条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
二
条
第
二
項
並
び
に

第
十
四
条
中
「
会
長
」
と
あ
る
の
は
、「
部
会
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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